
長岡市公告第１３７号 

 

簡易評価型プロポーザル方式による業務委託の実施について（公告） 

 簡易評価型プロポーザル方式による業務委託を実施するので、次のとおり公告します。 

 

  令和８年４月３０日 

 

長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

１ 実施方法 

このプロポーザルは、長岡雪国モデルローカルサプライチェーン強化推進事業企画運 

営業務委託について、参加希望者に提案書の提出を求め、その提案を別に定める評価要 

領によって評価する方法により、最も適した提案者と契約するものです。 

 

２ 委託概要 

（１）委託番号  環政委 第１８号 

（２）委 託 名  長岡雪国モデルローカルサプライチェーン強化推進事業企画運営業務委託 

（３）委託期間  契約日から令和９年３月３１日まで 

（４）委託内容  長岡雪国モデルローカルサプライチェーン強化推進事業企画運営業務

委託仕様書のとおり 

 

３ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加しようとする者は、次のすべての要件に該当するものである

ことを要します。 

（１） 本業務の実施については、市の要求に応じて速やかに対応できる体制を整えてお 

り、十分な提案能力及び過去５年において地方公共団体が発注した同種又は類似

の業務※実績を有するものであること。 

※「同種業務」とは、資源エネルギー庁の「エネルギー構造高度化・転換理解促進

事業」の対象業務を指す。 

※「類似業務」とは、上記以外の地方公共団体が行う再生可能エネルギー事業の導 

入検討・調査等業務全般を指す。 

（２）本業務の実施にあたって、技術士（電気電子部門）、建築設備士、エネルギー管理 

士のいずれかの有資格者を配置すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 

い者であること。 

（４）参加者は、次のア又はイのいずれかに該当しないこと。 

 ア 破産者で復権を得ない者 

 イ  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなる 

までの者 

（５）民事再生法、会社更生法、破産法に基づき、手続開始の申立てがなされていない 

者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 



条第２項に規定する暴力団及び構成員、その利益となる活動を行う者でないこと。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（８）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（９）本業務では民間事業者の事業情報等を取り扱うことから、個人情報の保護につい 

て国が定める法・指針等に適合した管理体制を確立すること。 

 

４ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルに参加を希望する者は、令和８年５月１１日（月曜日）午後４時（必

着）までに、「簡易評価型プロポーザル参加表明書兼誓約書」、「誓約書」（※本市の入札

参加資格名簿に登録されていない場合）、「会社概要及び同種又は類似事業実績」、「担当

技術者の氏名・経歴等」を長岡市環境部環境政策課に提出してください。 

 

５ 質問書の受付及び回答 

  ４により参加表明書を提出した者は、令和８年５月１５日（金曜日）午後４時（必着）

までに、本プロポーザルについて、「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」により質

問することができます。 

質問に対しては、令和８年５月１９日（火曜日）までに、参加表明書を提出した者全

員に回答します。 

 

６ 提案書の提出について 

  本プロポーザルの提案書は、次のとおり提出してください。 

（１）提出期限  令和８年５月２５日（月曜日）午後４時（必着） 

（２）提出方法  ７部を持参又は郵送（配達確認ができるものに限る。提出期限までに

必着のこと。） 

（３）提出場所  長岡市環境部環境政策課 

（４）そ の 他  別に定める「長岡雪国モデルローカルサプライチェーン強化推進事業

企画運営業務委託プロポーザル実施要領」等を熟読の上、その内容を踏

まえた提案書を作成してください。 

 

７ 選考方法 

本市職員等で組織する選考委員会において、提案書の提出者かつプレゼンテーション

の参加者の中から、最優秀者を決定します。 

 

８ 選考結果通知 

（１）選考結果は、参加者全員に通知します。 

（２）不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説

明を書面で求めることができます。 

 

９ 留意事項 

（１）詳細は、プロポーザル実施要領によります。 

（２）プロポーザル実施要領は、長岡市のホームページからダウンロードできるほか、長

岡市環境部環境政策課において交付します。 

 

 



（３）不明な点については、下記担当に照会してください。 

〒９４０－００１５ 

新潟県長岡市寿３丁目６番１号  

   長岡市環境部環境政策課 

電 話 ０２５８－２４－０５２８（直通） 

ＦＡＸ ０２５８－２４－６５５３ 

e-mail kankyo@city.nagaoka.lg.jp 


